


令和６年度 角田市一般廃棄物処理実施計画 

 

Ⅰ 一般廃棄物処理の基本事項 

１ 処 理 区 域  角田市全域 

２ 計 画 期 間  令和６年４月１日から 令和７年３月３１日まで 

３ 処理計画量   

(1) ごみ 

種  別 令和５年度処理見込み量 令和６年度処理計画量 

可 燃 ご み ７,５９５ｔ  ８,０２６ｔ 

資 源 ご み １,１５４ｔ １,１８８ｔ 

不 燃 ご み ２０９ｔ ２６５ｔ 

粗 大 ご み ５０ｔ ７０ｔ 

計 ９,００８ｔ ９,５４９ｔ 

 

 

(2)  犬、猫等の死体 

区  分 令和５年度処理見込み量 令和６年度処理計画量 

飼い犬・猫等の 

動物死体処理 
３１５ 件 ３４９ 件 

 

 

(3) し尿、浄化槽汚泥 

種   別 令和５年度処理見込み量 令和６年度処理計画量 

し   尿 ３,２９１㎥ ３,５８９㎥ 

浄化槽汚泥 ６,５５７㎥ ６,６７７㎥ 

計 ９,８４８㎥ １０,２６６㎥ 
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Ⅱ 角田市が行う一般廃棄物の処理 

１ 一般廃棄物の排出抑制の促進の方策 

項    目 概       要 

マイバック持参運動及び 

過剰包装自粛運動の推進 

市民や事業者のごみ減量に対する意識の高揚のため、マイバック

持参や過剰包装自粛を推進する。啓発のための広報活動を行う。 

市内一斉クリーン作戦 

市民総ぐるみで空き缶･ペットボトル等の不法投棄ごみの一掃に

努めるとともに、環境美化意識の高揚を図りながら回収ごみの資源

化に資するため、年２回実施する。 

市 民 環 境 学 習 会  

学校や地域の団体へ出向き、環境に関する講話やごみ処理施設等

の見学会を行い、地球温暖化対策に対する自主的な意識と、ごみの

減量化、再資源化及び再利用化等の意識の向上を図る。 

ごみ分別出前講座 
ごみの減量化及び資源化促進のため、学校や地域の団体にごみ分

別講座の開催を呼びかけ、講師を派遣する。 

集団資源回収の促進 

ごみの減量化及び資源の有効利用を図るため、団体等が実施する

集団資源回収事業に対し情報提供等を行い、市民の循環型社会形成

への意識啓発を図る。 

紙類の資源化促進 
紙類を燃やせるごみに混入しないよう呼びかけ、市民の循環型社

会形成への意識啓発と燃やせるごみの減量化を図る。 

小型家電回収事業 

ごみの減量と資源の有効利用を図るため、小型家電製品に含まれ

る金、銅などの有用金属のリサイクルに取り組むため、小型家電の

専用ボックスを設置し回収を推進する。 

「インクカートリッジ里帰

りプロジェクト」への参加 

ごみの減量と循環型社会の構築に向けた取り組みの一環として、

使用済みインクカートリッジの共同回収活動「インクカートリッジ

里帰りプロジェクト」に参加し、家庭で使用された参加企業４社の

純正インクカートリッジの回収を推進する。 
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２ 排出方法及び種類別収集、搬入方法 

（１） 家庭系一般廃棄物 

家庭系ごみを排出するにあたっては、次表のとおり分別し、市が決める日を守って、居住する行政

区等で決められた集積所へ排出すること。また、集積所を利用する者は、当該場所を清掃するなど清

潔に保つよう努めること。 

紙布類以外は、指定（仙南地域広域行政事務組合）されたごみ袋を使用し、紙布類は十字にひもと

じすること。 

また、指定された袋の所定の欄に排出者が特定できる記号等を記入するように努めること。 

 

 ご み の 種 類                指定袋等 

可
燃
ご
み 

食事の食べ残り(水切りを十分に)、野菜くず、タバコの吸殻、靴類、木の

葉、木枝(小枝)、ゴム、貝類、汚れた紙くず、衣類（綿５０％以上の製品

を除く。）、敷物、座布団、紙オムツ等燃えるもの、果物類、マット、 

ビニールホース等、ビデオテープ等、ペットの砂など 

燃やせるごみ袋 

黄色 

Ｌ・Ｍ・Ｓ・SS 

資

源

ご

み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び
ん
類 

ガラス製の容器(ビン) 

（農薬の空きビンは除く。） 

無色透明 

資源ごみ袋 

赤色 

Ｌ・Ｍ・Ｓ・SS 

 

 

茶   色 

その他の色 

缶 

類 

飲料水等の空き缶、缶詰の空き缶、アルミ製鍋類、スプレー缶

（必ず穴を開け、中身が無いことを確認する。） 

容
器
包
装 

プ
ラ
ス
チ

ク
類 

シャンプー容器、カップ麺の容器、洗剤等の容器、菓子袋、 

歯磨きチューブ、食品トレイ、発泡スチロール など 

そ
の
他 

プ
ラ
ス
チ

ク
類 

タッパー類、ざる、プランター類、ＣＤ・ＤＶＤ、 

ビデオケース等、ハンガー、くずかご など 

ペ 
 

ト 

ボ
ト
ル
類 

 飲料水、酒、しょう油類等のペットボトル など 

 

紙
・
布
類 

 

・牛乳等の紙パック 

・段ボール 

・新聞紙 

・週刊誌等の雑誌類 

・衣服、雑布類（共に綿５０％以上） 

（防水加工服、ビニール系、毛糸服、毛布類は除く。） 

・菓子箱、ティッシュ箱、事務用紙等の雑紙 

紙ひも等で 

十字 縛り 

 

(雑紙は資源ごみ袋可) 
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不
燃
ご
み 

 資源ごみとして回収できない陶器類、一斗缶、魔法瓶、包丁、鎌、板ガ

ラス(少量)、洋傘、小型電気製品(小型ラジカセ、アイロン等)、金属製の

玩具、アルミ以外の鍋類、蛍光灯、ライター等 

燃やせないごみ袋 

黄色 

Ｌ・Ｍ・Ｓ・SS 

そ
の
他 

・乾電池（アルカリ電池、マンガン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池、

リチウムイオン電池、コイン電池、ボタン電池、電子タバコ等） 

・電化製品類バッテリー 

回収ボックス（市役

所・市民センター・

保健福祉センター・

各自治センター） 

 

 

（２） 家庭系ごみ収集日 

収 集  

地 区 

燃 や せ 

る ご み 

燃 や せ 

ないごみ 

資 源 ご み 

缶 類 

容器包装 

プ ラ ス 

チック類 

そ の 他 

プ ラ ス 

チック類 

ペット 

ボトル 
びん類 紙 類 

角田(豊室を除く) 

横 倉 

桜１区 

毎   週 

火・金曜日 

 

毎  月 

第  ２ 

水 曜 日 

毎 月 

第１・３ 

月 曜 日 

毎  週 

火 曜 日 

 

毎  月 

第２・４ 

月 曜 日 

毎  月 

第１・３ 

木 曜 日 

毎  月 

第２･４ 

木 曜 日 

毎  週 

土 曜 日 

(但し第５

は除く) 

豊室・小田 

枝野・藤尾 

東根(西小坂を除く) 

毎 週

月・木曜日 

 

毎  月 

第  １ 

水 曜 日 

毎  月 

第１・３ 

水 曜 日 

毎  週 

金 曜 日 

 

毎  月 

第  １ 

金 曜 日 

毎  月 

第２・４ 

金 曜 日 

毎  月 

第  ３ 

水 曜 日 

毎  月 

第１・３ 

土 曜 日 

西小坂 

桜(２区～８区) 

北郷・西根 

毎   週

月・木曜日 

 

毎  月 

第  ３ 

水 曜 日 

毎  月 

第１・３ 

水 曜 日 

毎  週 

金 曜 日 

 

毎  月 

第  ３ 

金 曜 日 

毎  月 

第２・４ 

金 曜 日 

毎  月 

第  １ 

水 曜 日 

毎  月 

第２・４ 

土 曜 日 
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（３） 家庭系粗大ごみ 

下表のとおり分別し、仙南地域広域行政事務組合が定めた方法により、仙南クリーンセンター及

び仙南リサイクルセンターに直接搬入すること。直接搬入が困難な人は、一般廃棄物処理許可業者

に依頼し処理すること。 

区 分        粗 大 ご み の 種 類             出 し 方     

可燃性のもの 

（仙南クリーンセンター） 

畳、布団、絨毯類、木製家具、衣装ケース、

クーラーボックスなど 
直接搬入 

（有料） 

 

許可業者 

（有料） 

不燃性のもの 

（仙南リサイクルセンター） 

木製以外の机・椅子などの金属家具、電気掃

除機、扇風機、電気釜などの家電製品（家電

リサイクル法に該当する物を除く。）、ストー

ブ、オルガン、自転車、タイヤなど 

 

（４） 家電リサイクル法該当４品目【エアコン、テレビ（ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマ

テレビ）、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機（衣類乾燥機）】 

購入又は買い換える際の家電販売店に回収を依頼すること。依頼できない場合は、家電リサイク

ル法に係る諸手続き後、直接指定引取所に搬入するか、一般廃棄物処理許可業者に依頼すること。 

 

（５） 家庭用パソコン 

資源有効利用促進法に基づき、メーカーとの諸手続き後、郵便局に回収を依頼すること。 

平成15年9月30日までに購入したもの（有料） 

平成15年10月1日以降購入したもの （無料） 

 

（６） 多量のごみ（家庭系ごみ） 

災害及び引っ越し等一時的に多量のごみを排出する場合やごみ収集車による収集及び運搬が困

難な場合の処理方法（分別は、(1)と同じ。） 

○可燃ごみ・可燃性粗大ごみ  ～ 仙南地域広域行政事務組合が定めた方法により、直接搬入する。

（有料） 

直接搬入が困難な人は、一般廃棄物処理許可業者に依頼し処理 

すること。 

○資源ごみ          ～ 仙南地域広域行政事務組合が定めた方法により、直接搬入する。

（有料） 

直接搬入が困難な人は、一般廃棄物処理許可業者に依頼し処理 

すること。 

○不燃ごみ・不燃性粗大ごみ   ～ 仙南地域広域行政事務組合が定めた方法により、直接搬入する。

（有料） 

直接搬入が困難な人は、一般廃棄物処理許可業者に依頼し処理 

すること。 
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（７） 事業活動に伴って生じるごみ（産業廃棄物を除く。） 

処理責任は事業者にあり、自ら処理することを原則とし、仙南地域広域行政事務組合が定めた方

法により、仙南クリーンセンター及び仙南リサイクルセンターに直接搬入すること。直接搬入が困

難な人は、一般廃棄物処理許可業者に依頼し処理すること。直接搬入するごみの区分は、（６）多

量のごみの処理と同様とする。 

 

（８） 排出禁止物 

区    分 内    容 適 用 品 目 の 例 

感染性のあるもの 医療機関から排出される感染

性一般廃棄物 

・血液の付着したガーゼ、包帯等 

・手術等に伴って発生する臓器、組織な

どの病理廃棄物 

有害性のあるもの 硫酸、塩酸、農薬その他有害･

毒性の強い物質を含むもの 

・昭和 47 年 8 月までに製造されたエア

コン、テレビ、電子レンジ等に含まれる

PCB を使用する部品 

・バッテリー 

・農薬、劇薬、その他毒性物質が混入し

ているもの 

危険性のあるもの 火薬、発煙物等爆発の危険性

を有するもの 

・火薬類（花火を含む。） 

・ガスボンベ 

引火性のあるもの 引火性の強いもの及び火気の

あるもの 

・塗料、溶剤及び灯油類など 

・燃えがらや残焼物 

処理困難のもの  ・タイヤ（乗用車、オートバイ、自転車

以外のもの） 

・自動車、オートバイ等 

・消火器 

・ピアノ 

・小売業者又は製造業者に引き渡し義務

のある廃家電６品目、家庭用パソコン 

     処分については、購入店または取り扱い専門業者に依頼し、処理すること。 

 

（９） 犬、猫等の死体 

角田衛生センターに直接搬入すること。（有料） 

 

（10） し尿・浄化槽汚泥 

○し   尿 ～ 一般廃棄物処理業者に依頼し、処理すること。（有料） 

○浄化槽汚泥 ～ 一般廃棄物処理業者に依頼し、処理すること。（有料） 
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 ３ 処理施設及び処理方法 

(１) 処理施設 

・仙南クリーンセンター（可燃ごみ・可燃性粗大ごみの中間処理施設） 

角田市毛萱字西ノ入 43-11   ℡(0224)65-3000 

・仙南リサイクルセンター（資源ごみ・不燃ごみ・不燃性粗大ごみの中間処理施設） 

蔵王町大字平沢字新並 124-104   ℡(0224)33-2225 

・角田衛生センター（し尿・浄化槽汚泥処理施設、小動物死体専用焼却施設） 

角田市枝野字北大坊 90 番地   ℡(0224)63-2140 

・仙南最終処分場（溶融飛灰の最終処分施設） 

白石市鷹巣字黒岩下７番地の１   

       

(２) 処理方法 

○ 可 燃 ご み    ～ 仙南クリーンセンターで中間処理する。 

○ 資 源 ご み       ～ 仙南リサイクルセンターで中間処理する。 

                      （その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類は仙南クリーンセンターで処理する。） 

（紙類は古紙業者において処理する。） 

○ 不 燃 ご み       ～ 仙南リサイクルセンターで中間処理する。 

            （仙南リサイクルセンターで処理できないものについては、処理可能業 

者に依頼し処分するもの） 

○ 粗 大 ご み          

１）可燃性 ～ 仙南クリーンセンターで中間処理する。 

２）不燃性  ～ 仙南リサイクルセンターで中間処理する。 

            （仙南リサイクルセンターで処理できないものについては、処理可能業 

者に依頼し処分するもの） 

○ し尿・浄化槽汚泥   ～ 角田衛生センターで中間処理する。  

○ 残渣物等          ～ 仙南クリーンセンター（中間処理施設）から発生した金属類残渣につい

ては、業者に売り払いをし、スラグにおいては道路用資材として再利用

する。 

○ 犬・猫等死体       ～ 角田衛生センターで焼却処理する。（有料） 

飼い主不明のものについては、土地等の管理者と市が協議のうえ、仙南

クリーンセンターで焼却処理する。 

○ 不法投棄ごみ       ～ 角田警察署と協議のうえ、土地の管理者又は市がそれぞれの処理施設へ

搬入し処理する。 

〇モ ミ ガ ラ     ～ 農業者間の契約に基づき、モミガラを畜舎の敷料等として利用し、法 

令に基づく適正な管理施設により、家畜糞尿と合わせて堆肥化を図る。 
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４ 一般廃棄物処理許可業者 

別表のとおり 

 

 ５ し尿・浄化槽汚泥収集運搬許可業者 

    別表のとおり



会社名等 所在地 電話番号 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 家電４品目

(有)アイテック 角田市 ０２２４(８７)８９５４ ○ ○ ○ ×

池田畳工業(株) 角田市 ０２２４(６８)２１６９ ○ ○ ○ ×

(有)エス・ジェイ・メンテナンス 角田市 ０２２４(６３)５１２６ ○ ○ ○ ○

(有)太田商会 角田市 ０２２４(６５)２１８６ ○ ○ ○ ○

加賀壽男 角田市 ０２２４(６２)３３６９ ○ × × ×

(有)菅野源吾商店 角田市 ０２２４(６２)４１５１ ○ ○ ○ ○

(株)公害処理センター　角田営業所 角田市
０２２４(６２)５６８１

(０２２-２８９-６１１１:本社)
○ ○ ○ ○

(有)コーセイサービス　角田営業所 角田市
０２２４(６５)３６７０

(０２２４-５３-５０７５：本社)
○ ○ ○ ○

(有)仙南　角田営業所 角田市
０２２４(６１)１１２１

(０２２４-２２-１８８１:本社)
○ ○ ○ ×

(有)高橋建材 角田市 ０２２４(６２)０８８７ ○ × ○※ ×

(株)トリプルクリーンサービス 角田市
０２２４(６１)２１００

(０１２０-２１０-１２１)
○ ○ ○ ○

南條ゆき子 角田市 ０２２４(６２)２１１５ ○ ○ ○ ×

馬場和子(馬場冨二商店) 角田市 ０２２４(６３)１８６５ ○ ○ ○ ×

(有)土生重機 角田市 ０２２４(６３)２０４４ ○ ○ ○ ×

丸眞建設(株) 角田市 ０２２４(６２)２１５５ ○ ○ ○ ×

リサイクルショップお宝山

                (有限会社大美屋)
角田市 ０２２４(６３)１８８１ ○ ○ ○ ○

(株)マルイ商会 丸森町 ０２２４(７８)１３１５ ○ × × ×

(株)アオバ 柴田町 ０２２４(５２)４２９０ ○ ○ ○ ×

(株)安藤仁七商店 柴田町 ０２２４(５４)１５１７ ○ ○ ○ ○

(有)柴田衛生社 柴田町 ０２２４(５４)１５０１ ○ ○ ○ ○

(株)トニー 柴田町 ０２２４(５８)２６００ ○ ○ ○ ○

(有)平間産業 柴田町 ０２２４(５６)２８８８ ○ ○ ○ ×

(株)こんの　仙南営業所 大河原町 ０２２４(５１)３３５０ ○ × ○ ×

(株)タカヤ 大河原町 ０２２４(５２)３３２０ ○ ○ ○ ○

(株)高良　仙南営業所 大河原町 ０２２４(５１)３５２０ ○ ○ ○ ×

美光環境保全 大河原町 ０２２４(５３)２８１６ ○ ○ ○ ×

(株)モトキ 大河原町 ０２２４(５１)１１００ ○ ○ ○ ○

ワートスナジー(株) 大河原町 ０２２４(５３)５３８３ ○ ○ ○ ○

菅野合資会社 白石市 ０２２４(２６)２８１９ ○ ○ ○ ×

(有)サム建築設計事務所 白石市 ０２２４(２５)７４８９ ○ ○ ○ ○

(株)シムラ 白石市 ０２２４(２６)１７６６ ○ ○ ○ ○

(協)仙南環境公社 白石市 ０２２４(２５)１０１１ ○ ○ ○ ○
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日本環境(株)宮城事業所 白石市 ０２２４(２４)８１１６ ○ × × ×

(株)村井林業 白石市 ０２２４(２５)１０２９ ○ × × ×

真壁商店 村田町 ０２２４(８３)５１３１ ○ ○ ○ ○

(有)マルジン 村田町 ０２２４(８３)４４１４ ○ ○ ○ ○

佐藤技建(株) 蔵王町 ０２２４(２２)７０５５ ○ ○ ○ ×

(株)ジェーエーシー

            蔵王事務センター
蔵王町 ０２２４(３３)４７７３ ○ ○ ○ ×

(株)クリーンアップ渋屋 蔵王町 ０２２４(２６)９９５８ ○ ○ ○ ○

(株)鈴木建業 蔵王町 ０２２４(３２)３９３７ ○ ○ ○ ×

(業)仙台清掃公社　仙南事業所 蔵王町
０２２４(３２)２１３１

(０２２-２８４-５３８３:本社)
○ ○ ○ ○

(有)マルカコーポレーション 蔵王町 ０２２４(３３)４３４０ ○ ○ ○ ×

(株)丸正精健 川崎町 ０２２４(８４)２１５６ ○ ○ × ○

(株)仙台リサイクルセンター 仙台市 ０２２(２７８)３１９６ ○ ○ ○ ×

(株)宮城衛生環境公社 仙台市 ０２２(３９３)２２１６ ○ ○ ○ ×

(株)理化産業 仙台市 ０２２(２６８)５８１６ ○ ○ ○ ×

(株)エイトステップ 仙台市 ０２2(７９６)４１６１ ○ ○ ○ ×

(業)名取環境事業公社 名取市 ０２２(３８３)３５３３ ○ ○ ○ ×

(有)アースクリーン・ネットワーク 岩沼市 ０２２３(２５)６５７７ ○ × 〇※ ×

(株)新浜 山元町 ０２２３(３７)１９１０ ○ ○ ○ ×

横山　義隆 山元町 ０９０(９５３０)９６５６ ○ ○ ○ ×

(株)二瓶商店 福島市 ０２４(５３４)６７６８ ○ × × ×

※その他のプラのみ



会社名等 所在地 電話番号 し尿 浄化槽汚泥
一般廃棄物汚泥

(有害物質を除く)

1 (有)エス・ジェイ・メンテナンス 角田市 ０２２4（６３）５１２６ ○ ○ ○

2 (株)エヌイーエスコーポレーション　角田事業所 角田市
０２２4（６２）４１１８

（０２２３-３３-２３４１:仙南支社）
× ○ ×

3 (有)仙南　角田営業所 角田市 ０２２4（６１）１１２１ ○ ○ ×

4 (株)中央特殊興業　角田営業所 角田市
０２２4（６５）３１９１

（０２２4-２4-５44０:宮城営業所）
○ ○ ×

5 (有)宮城総合エンジニア　角田支店 角田市
０２２4（６８）２８4８

（０２２4-５２-１５２５：本社）
○ ○ ×

6 東北環境整備(株)　角田支店 丸森町
０２２4（７８）１３８８

（０２２-２７８-１６８4：本社）
○ ○ ×

7 (有)柴田衛生社　 柴田町 ０２２4（５４）１５０１ ○ ○ ×

8 (株)宮城日化サービス　仙南営業所 柴田町 ０１２０（２７８）２０８ ○ ○ ×

9 (株)仙南技研浄化槽維持管理センター 大河原町 ０２２4（５３）０８６０ × ○ ×

10 (有)仙南産業 大河原町 ０２２4（５２）３２１８ × ○ ×

11 上西産業(株) 白石市 ０２２4（２６）３６２１ × ○ ×

12 (株)県南衛生工業 村田町 ０２２4（８３）4３１９ × ○ ○

13 (有)セイグシステム 村田町 ０２２4（８３）６８３７ × ○ ×

14 (有)川崎衛生工業 川崎町 ０２２4（８4）4５９０ × ○ ×

15 いずみ清掃(株) 仙台市 ０２２（２７５）２３4５ × ○ ×

16 萱場工業(株) 仙台市 ０２２（２７２）８６８６ × ○ ×

17 (株)理化産業 仙台市 ０２２（２６８）５８１６ × ○ ×

18 (株)渡辺店 仙台市 ０２２（２4５）２１６５ × ○ ×

19 (株)公害処理センター　 仙台市 ０２２-２８９-６１１１ ○ ○ ×

20 (協)ケンナン 名取市 ０２２（３８4）５６９７ × ○ ×

21 (株)フジクリーンテクノサービス　仙台南営業所 名取市 ０２２（３８２）６６１６ × ○ ×

22 (株)エイスイ工業 岩沼市 ０２２３（２4）３５６８ × ○ ×

23 (業)共和衛生グループ 岩沼市 ０２２３（２２）５８６０ × ○ ×

24 (株)阿武隈環境 山元町 ０２２３（３８）０２９７ × ○ ○

　　　し尿・浄化槽汚泥収集運搬業許可業者一覧表
令和6年4月1日現在


